
〇 〇

令
和

年

月


日
金
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報

(
分
冊
の

)







令
和

年

月


日
金
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報







令
和

年

月


日
金
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報







令
和

年

月


日
金
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報







令
和

年

月


日
金
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報







令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令
和

年

月


日
金
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報







令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令
和

年

月


日
金
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報







令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 



令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報



官

庁

報

告

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

官

庁

事

項

関
東
地
方
整
備
局
公
示

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る

区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

関
東
地
方
整
備
局
長

岩
﨑

福
久

道

路

の

種

類

一
般
国
道

路

線

名

十
六
号

占
用
を
制
限
す
る
区
域

区

域

備

考

町
田
市
相
原
町
字
橋
本
五
九
六
番
一
か
ら
同
市
相
原
町
字
橋
本
五
三
四
番
四
ま
で

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を

認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の

敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

占
用
を
制
限
す
る
理
由

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に

お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
七
年
三
月
二
十
九
日

図

面

縦

覧

場

所

関
東
地
方
整
備
局
及
び
同
局
相
武
国
道
事
務
所

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る

区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

関
東
地
方
整
備
局
長

岩
﨑

福
久

道

路

の

種

類

一
般
国
道

路

線

名

四
号

占
用
を
制
限
す
る
区
域

区

域

備

考

那
須
塩
原
市
東
三
島
四
丁
目
五
四
番
一
一
か
ら
同
市
西
富
山
字
悪
水
堀
東
三
七
四
番
二
ま

で

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を

認
め
ら
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の

敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。






事
案
の
内
容

す
べ
て
の
運
賃
は
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
ん
だ
額
で
あ
る
。

１
鉄
道
の
普
通
旅
客
運
賃

現
行
の
運
賃
の
上
限
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

１
円
単
位
10円
単
位

４
キ
ロ
ま
で

169
170

４
キ
ロ
を
超
え
８
キ
ロ
ま
で

207
210

８
キ
ロ
を
超
え
12キ
ロ
ま
で

245
250

12キ
ロ
を
超
え
16キ
ロ
ま
で

284
290

16キ
ロ
を
超
え
20キ
ロ
ま
で

323
330

20キ
ロ
を
超
え
24キ
ロ
ま
で

362
370

24キ
ロ
を
超
え
28キ
ロ
ま
で

402
410

（
単
位
：
円
）

28キ
ロ
を
超
え
32キ
ロ
ま
で

442
450

32キ
ロ
を
超
え
36キ
ロ
ま
で

483
490

36キ
ロ
を
超
え
40キ
ロ
ま
で

521
530

40キ
ロ
を
超
え
44キ
ロ
ま
で

557
560

44キ
ロ
を
超
え
48キ
ロ
ま
で

592
600

48キ
ロ
を
超
え
52キ
ロ
ま
で

627
630

52キ
ロ
を
超
え
56キ
ロ
ま
で

657
660

56キ
ロ
を
超
え
60キ
ロ
ま
で

683
690

60キ
ロ
を
超
え
64キ
ロ
ま
で

709
710

64キ
ロ
を
超
え
68キ
ロ
ま
で

735
740

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

占
用
を
制
限
す
る
理
由

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に

お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
七
年
三
月
二
十
九
日

図

面

縦

覧

場

所

関
東
地
方
整
備
局
及
び
同
局
宇
都
宮
国
道
事
務
所

中
国
地
方
整
備
局
公
示

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
堤
防
と
道
路
と
の
兼
用
工
作
物

の
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
中
国
地
方
整
備
局
及
び
同
局
日
野
川
河
川
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

中
国
地
方
整
備
局
長

林

正
道

１

河
川
の
名
称

日
野
川
水
系
日
野
川

２

河
川
管
理
施
設
の
名
称
又
は
種
類

日
野
川
左
岸
堤
防

３

河
川
管
理
施
設
の
位
置

米
子
市
福
市
一
二
八
二
番
一
四
地
先
か
ら
同
市
八
幡
四
一
五
番
三
地
先
ま
で

４

管
理
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏
名

道
路
管
理
者

米
子
市
長

伊
木

隆
司

住
所

米
子
市
加
茂
町
一
丁
目
一
番
地

５

管
理
の
内
容

道
路
専
用
施
設
（
路
面
（
路
盤
ま
で
の
部
分
を
含
む
。）、
路
肩
、
道
路
の
附
属
物
そ
の
他
の
も
っ
ぱ
ら
道
路
の

管
理
上
必
要
な
施
設
又
は
工
作
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
新
設
（
道
路
の
附
属
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。）、
改

築
、
維
持
又
は
修
繕

路
肩
に
接
す
る
法
面
で
、
当
該
路
肩
か
ら
法
長
一
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
範
囲
内
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
維
持

原
則
と
し
て
道
路
専
用
施
設
に
係
る
災
害
復
旧

６

管
理
の
期
間

令
和
七
年
三
月
三
日
か
ら
道
路
の
存
続
す
る
日
ま
で

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
中
国
地
方
整
備
局
及
び
同
局
浜
田
河
川
国
道
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

中
国
地
方
整
備
局
長

林

正
道

一

河
川
の
名
称

高
津
川
水
系
白
上
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

島
根
県
益
田
市
市
原
町
イ
三
一
九
番
二
地
先
か
ら
同
県
同
市
同
町
イ
三
九
四
番
二
地
先
ま

で
四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

土
地

七
千
八
百
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル

公

聴

会

公
聴
会
開
催
に
関
す
る
公
示

運
輸
審
議
会
公
示
第
２
号

国
土
交
通
省
設
置
法
第
23条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
の
で
、
運
輸

審
議
会
一
般
規
則
第
31条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
ま
す
。

令
和
７
年
３
月
28
日

運
輸
審
議
会

１
事
案
の
件
名


事
案
番
号
令
７
第
4001号


事
案
の
種
類
鉄
道
の
旅
客
運
賃
の
上
限
変
更
認
可


申
請
者
西
武
鉄
道
株
式
会
社





68キロを超え72キロまで 758 760

72キロを超え76キロまで 781 790

76キロを超え81キロまで 800 800

２ 鉄道の定期旅客運賃
現行の運賃の上限を次のとおり変更する。
通勤定期旅客運賃（１か月）

４キロまで

４キロを超え８キロまで

８キロを超え12キロまで

12キロを超え16キロまで

16キロを超え20キロまで

20キロを超え24キロまで

24キロを超え28キロまで

（単位：円）

6540

7920

9320

10720

12130

13550

14980

28キロを超え32キロまで 16420

32キロを超え36キロまで 17850

36キロを超え40キロまで 19270

40キロを超え44キロまで 20370

44キロを超え48キロまで 21270

48キロを超え52キロまで 21970

52キロを超え56キロまで 22470

56キロを超え60キロまで 22870

60キロを超え64キロまで 23170

64キロを超え68キロまで 23420

68キロを超え72キロまで 23620

72キロを超え76キロまで 23820

76キロを超え81キロまで 24000

通学定期旅客運賃（１か月）
現行の運賃の上限を据え置きとする。

令
和

年

月


日
金
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報

２ 日 時 令和７年５月22日（木） 午前９時30分から
３ 場 所 中央合同庁舎４号館共用会議室４階 共用408会議室

（東京都千代田区霞が関３１１）
４ 主宰者 運輸審議会
５ 公述の申出
 公聴会において公述しようとする方は、公述申込書及び公述書それぞれ各１部を令和７年４月
11日（金）正午までに必ず到着するよう、国土交通省運輸審議会（郵便番号1000013 東京都
千代田区霞が関３１１ 中央合同庁舎第４号館 ３階）あてお送りください。
 公述申込書には、事案番号、事案の種類、事案の申請者、公述しようとする方の氏名（振り仮
名を付してください。）、住所、職業、年令（法人・団体等の場合にあっては、その名称及び住所
並びにその法人・団体等を代表して公述しようとする方の氏名（振り仮名を付してください。）、
職名及び年令）及び事案に対する賛否並びに利害関係人にあっては利害関係を説明する事項を記
載してください。また、自宅、勤務先等の連絡先電話番号を付記してください。
 公述は、公述書に記載されたところにしたがってこれをしなければならないと規定されており
ますので、公述書には、公述しようとする方ごとに、その氏名及び公述しようとする内容を
4500文字以内で具体的に記載してください。
 議事の整理上、一般公述人の人数は、10人以内とし、また、１人の公述時間は15分以内としま
す。一般公述人は、なるべく各界各層に公述の機会が公平になるよう、また、同種の意見が重複
しないよう選定します。選定された方には、本人あて通知するとともに、その氏名等を令和７年
４月下旬頃に運輸審議会のホームページに掲載し、運輸審議会の掲示板に掲示する予定です。
（掲載予定ＵＲＬ：https://www.mlit.go.jp/page/unyu00_hy_000041.html）
 １人の公述時間は15分以内を予定していますが、一般公述人の人数等によりそれより短くさせ
ていただく場合があります。また、所定の時間に収まらない場合は、途中で公述を終了していた
だく場合がございます。

６ 申請書その他の関係書類の閲覧場所
当該事案の申請書及びその他の関係書類については、令和７年３月下旬頃から、公述申込書及び
公述書（一般公述の申出があった場合に限る）については、令和７年４月中旬頃から、それぞれ運
輸審議会のホームページに掲載予定です。
（掲載予定ＵＲＬ：https://www.mlit.go.jp/page/unyu00_hy_000041.html）
７ 公聴会の運営
公聴会の運営は、運輸審議会一般規則によります。

８ 開催の取消
５記載の期日までに一般公述の申出がなかった場合など、公聴会の開催を取り消す場合があり
ます。その際には別途お知らせします。
９ その他
その他不明な点については、国土交通省総合政策局運輸審議会審理室（0352538810）にお問
い合わせください。




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